
様式第１号（第５条関係）

Ｎｏ．

公 共 下 水 道 私 道 内 設 置 申 請 書

年 月 日

(宛先) 秋田市上下水道事業管理者

申請者 住 所 秋田市川尻みよし町14-8

（代表者）

氏 名 下水道 太郎 印（認印可）

電話番号 864-1455

秋田市公共下水道の私道内設置に関する要綱第５条の規定により、次のとおり申請します。

位 置 秋田市

通り抜け道路 （幅員 ｍ、延長 ｍ）

私 道 の 状 況 形 態

行き止まり道路（幅員 ｍ、延長 ｍ）

利 用 戸 数 宅地数 宅地 、 家屋数 棟（ 世帯数 ）

位置図 申請区域内の宅地数、家屋数、世帯数を記載

公図の写し

地積測量図（土地の所有区分が明示されたもので特に管理者が必要と

する場合のみ）

添 付 書 類 公共下水道私道内設置申請者名簿(様式第２号)

土地使用承諾書（様式第３号）

土地の登記事項証明書（様式第３号の土地の所在地に関するもの全て）

印鑑登録証明書（様式第３号の土地の所有者に関するもの全て）

受益者負担金納付同意書（様式第４号）

その他（ ）

〔記入の仕方〕

赤枠内を記入してください。

申請者のうち代表者が記入してください。



様式第２号（第５条関係）

公 共 下 水 道 私 道 内 設 置 申 請 者 名 簿

年 月 日

(あて先) 秋田市上下水道事業管理者

私は、私道内に公共下水道設置を希望するとともに、公共下水道が設置されたときは、遅滞なく

当該公共下水道に下水を流入させるために必要な排水設備を設置します。

現在の

住 所 氏 名 印 トイレの

種 類

秋田市川尻みよし町14-8 認 汲み取り

下水道太郎 印

電話番号 ８６４－１４５５ 可 浄化槽

電話番号

電話番号

電話番号

電話番号

電話番号

電話番号

〔記入の仕方〕

赤枠内を記入してください。

申請者全員分を記入してください。

どちらか

を囲む。

空き地の

場合は

無記入



様式第３号（第５条関係）

土 地 使 用 承 諾 書

平成 年 月 日

(あて先) 秋田市上下水道事業管理者

私は、私の所有する次の土地に、市が公共下水道を設置することについて、下記のとおり承諾し

ます。

記

１ 土地の使用目的 公共下水道の設置およびそれに伴い水道施設の変更等が生じた場合の水

道施設の設置

２ 土 地 の 使 用 料 無 償

３ 土地の使用期間 施設の使用存続期間中

４ 土地の使用条件 施設の設置に支障となる地下埋設物を移設し、維持管理に支障となる工

作物等は設置しない。

５ 使用承諾の継承 土地の所有権を第三者に譲渡、又は所有権以外の物権その他の権利を設

定もしくは譲渡する場合は、譲受人その他新たに権利を取得することと

なる者に対し、同じ条件で継承する。

６ 施設の新規加入者 公共下水道の使用を希望する者には、これを認める。

土 地 の 所 有 者
土 地 の 所 在 地

住 所 氏 名 実印

秋田市川尻みよし町 秋田市川尻みよし町12-5

129-1 下水道四郎
電話番号 888-8888

秋田市川尻みよし町 秋田市川尻みよし町12-7

129-3 八橋本子
電話番号 888-8888

秋田市川尻みよし町 秋田市川尻みよし町12-6

129-5 中通花子
電話番号 888-8888

秋田市川尻みよし町
秋田市川尻みよし町12-8

129-7 山王一郎
電話番号 888-8888

電話番号

山王　一郎
129-8

129-7 129-5
中通　花子
129-6

下水道　太郎
128

秋田　太郎
127

129-3 129-1
八橋　本子
129-4

下水道　四郎
129-2

私

道

〔記入の仕方〕

私道敷地の所有者全員分

を記載してください。

それぞれの実印の印鑑登録証明書

を添付してください。

それぞれの土地の登記事項要約書

を添付してください。



様式第４号（第５条関係）

受 益 者 負 担 金 納 付 同 意 書

年 月 日

(あて先) 秋田市上下水道事業管理者

私は、公共下水道の設置に伴う受益者負担金の納付について同意します。

氏 名 印

所在する 秋田市川尻みよし町128
土地地番

認

住 所 秋田市川尻みよし町１４－８ 下水道太郎 印

可

電話番号 ○○○－△△△△

所在する 秋田市

土地地番

住 所

電話番号

所在する 秋田市

土地地番

住 所

電話番号

所在する 秋田市

土地地番

住 所

所在する 秋田市

土地地番

住 所

電話番号

〔記入の仕方〕

赤枠内を記入してください。

受益者負担金賦課対象者全員分を記入してください。


